
令和７年度の変更点          《R7.3.26 版》高松市個別予防接種（子ども） 

 

１ 子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種について 
 

（１）対象者 

以下の両方を満たす者 

・平成９年４月２日～平成２１年４月１日生まれ 

・令和４年４月１日～令和７年３月３１日の間に１度でも接種したことがあること 

※ 令和７年４月１日以降、「１回目」は接種できません。 
 

（２）実施期間 

令和８年３月３１日まで 
 

（３）予診票について 

・予診票は、定期接種用（あずき色）とキャッチアップ接種用（黄色）のどちらでも使用

できます。 

※ 生年月日を確認の上、キャッチアップの対象者については、実施報告書の件数はキ

ャッチアップに計上してください。 
 

・予診票に「有効期限 令和７年３月３１日」と書かれている場合でも、令和８年３月３

１日まで使用していただいて差し支えありません。 

 

２ 令和７年度のＭＲ２期・子宮頸がんワクチン（定期）の対象者について  
（１）ＭＲ２期対象者 

平成３１年４月１日～令和２年４月１日生まれの人  

※ 令和６年度対象者の期間延長については別途通知 
 

（２）子宮頸がんワクチン（定期接種）対象者 

平成２１年４月２日～平成２６年４月１日生まれの人 

 

３ 実施報告書について  
（１）令和７年度から、不活化ポリオワクチンの実施件数が０件の場合は報告書の提出は不要

です。 
 

（２）定期接種の三種混合及び不活化ポリオワクチンの実施報告書は一斉配布していません。

必要な場合は次のとおり、高松市のホームページからダウンロードして御使用下さい。 

なお、インターネットへのアクセスが難しい場合は感染症対策課に御連絡いただけれ

ば、個別対応させていただきます。 
 

（高松市ホームページ） 

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kenkou/iryo/shinsa/yobou_sesshu/i

ryoukikan.html 

※重要※ 必ずお読みください 

（裏面へ続く） 
 



３ 予診票の同意の確認方法の変更について 

令和７年度発行の予診票から、「サイン欄の記入をもって同意を確認する」よう改めます。 
 

《新様式：主に令和７年度以降に発行》 

 

 

《従来様式：主に令和６年度以前に発行》 

 

※ 令和７年度以降も、従来様式の予診票を使用して接種する場合は「同意の○」が必要で

す。 

 

４ 四種混合ワクチンの製造終了に伴う対応について 

《ヒブ・四種混合の接種歴》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１ 必要に応じて五種混合の予診票を発行しますので、高松市保健所感染症対策課に連絡する

よう、保護者に案内してください。 

※２ 「テトラビック」は令和７年７月頃にメーカー在庫が消尽する見込みです。完全に流通停

止した後の対応等、国から示された場合は別途お知らせします。 

 

（表面からの続き） 

  

（別途同意について記入不要） 

 

「同意する」に○が必要 

（問い合わせ先） 

高松市保健所 感染症対策課 予防接種係 

TEL：087-839-2870 FAX：087-813-0221 

接種歴なし 五種混合で接種を開始 ※１ 

ヒブ・四種混合を 

同じ回数接種済 

四種混合の接種回

数がヒブより多い 

ヒブの接種回数が 

四種混合より多い 

ヒブを接種して 

回数を合わせる 

「テトラビック」を接種して  

回数を合わせる ※２ 

五種混合で 

残りの回数分を接種 ※１ 
 
・「テトラビック」の 

接種歴がある人 

→「ゴービック」を接種 
 

・「クアトロバック」の  

接種歴がある人 

→「クイントバック」を接種  


